
217

文化・スポーツ推進課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時45分

選定理由
　本業務は、木津川河川敷運動広場に設置している移動式の仮設トイレについて、経年劣化、老朽化も進行していることから、現在の非水洗式のものから、簡易水洗式のものに更新を行うため、簡易水洗式仮設トイレ（２
台）を８４ヶ月リースで導入するための買取見積を徴するものである。
　当該施設は河川敷を占有許可を得て使用している運動広場であり、許可の条件の一つとして「出水時又はその恐れのあるときは、あらかじめ、この許可に係る便所等の可搬式の工作物は堤内の土地に搬出すること」と定め
られており、緊急時に自動車等でけん引可能なものとする必要がある。
　仮設トイレの中でトイレ自体に車輪がついており、移動式となっているのは、リバストン社製のトイレのみである。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
リバストン株式会社

入札（見積）結果公表台帳
物品関係

事業名
木津川河川敷運動広場移動トイレ賃借事業
（買取見積） 所管課

リバストン株式会社 ――――――――――――――――
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額
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大阪府大阪市西淀川区姫島４－１－５
リバストン株式会社
代表者　石河　徹志

(2) 契 約 金 額
4,903,200

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 363,200
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平 成 30 年 (2018 年 ） 8 月 20 日
平 成 30 年 (2018 年 ） 8 月 2 日
平 成 30 年 (2018 年 ） 8 月 17 日

―
平 成 30 年 (2018 年 ） 9 月 30 日

木津川河川敷運動広場（城陽市水主下外島他地内）
――――――――――――――

――――――――――――――

――――――――――――――


